様式第８号（第13条関係）
年　　月　　日

日向市長　様

住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
事業所名　　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　　


日向市DX・生産性向上等設備導入事業補助金実績報告書

　年　月　日付け（文書番号）で交付決定を受けた日向市DX・生産性向上等設備導入事業補助金について、日向市DX・生産性向上等設備導入事業補助金交付要綱第13条の規定に基づき、下記のとおり実績を報告します。

記

１　事業実績
	整備、導入した機器、
設備等の名称
	数量
	事業に要した経費
（税込金額）
	補助金交付対象経費
（税抜金額）

	
	
	円
	円

	
	
	円
	円

	
	
	円
	円

	合　計
	円
	円
①



４　補助金交付精算額（①×２/３、１万円未満は切捨て）　　　　金　　　　　　　　　　円

５　事業期間
　　　　事業着手日　　　　年　　　月　　　日
事業完了日　　　　年　　　月　　　日

６　常時使用する従業員数（雇入れ３か月以上）　　　　　人


７　事業場内最低賃金引上げ（実績）　※（１）～（３）のいずれかを記入してください
	（１）月給の場合
	引上げ前
	引上げ後（実績）

	賃金の算定対象期間
	令和　　年　　月　　日～
令和　　年　　月　　日
	令和　　年　　月　　日～
令和　　年　　月　　日

	基本給
	円　　
	円　　

	①１か月平均所定労働時間※
	時間　
	時間　

	②支給金額（最低賃金の対象となるものに限る）
	円　　
	円　　

	③時間額　※小数点以下切捨て
( ② ÷ ① )
	④
	円　　
	⑤
	円　　

	賃金引上げ率　※小数第三位以下切捨て
( ⑤ ÷ ④ －１) × 100 ≧ ５％
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　％



	（２）日給の場合
	引上げ前
	引上げ後（実績）

	賃金の算定対象期間
	令和　　年　　月　　日～
令和　　年　　月　　日
	令和　　年　　月　　日～
令和　　年　　月　　日

	１日の基本賃金
	円　　
	円　　

	１日の所定労働時間数
	時間　
	時間　

	⑥１か月の実労働時間数
	時間　
	時間　

	⑦支給金額（最低賃金の対象となるものに限る）
	円　　
	円　　

	⑧時間額　※小数点以下切捨て
( ⑦ ÷ ⑥ )
	⑨
	円　　
	⑩
	円　　

	賃金引上げ率　※小数第三位以下切捨て
( ⑩ ÷ ⑨ －１) × 100 ≧ ５％
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　％



	（３）時給の場合
	引上げ前
	引上げ後（実績）

	賃金の算定対象期間
	令和　　年　　月　　日～
令和　　年　　月　　日
	令和　　年　　月　　日～
令和　　年　　月　　日

	基本時給
	円　　
	円　　

	⑪労働時間数
	時間　
	時間　

	⑫支給金額（最低賃金の対象となるものに限る）
	円　　
	円　　

	⑬時間額　※小数点以下切捨て
( ⑫ ÷ ⑪ )
	⑭
	円　　
	⑮
	円　　

	賃金引上げ率　※小数第三位以下切捨て
( ⑮ ÷ ⑭ －１) × 100 ≧ ５％
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　％


※賃金台帳において時間額（時給額）が明記されている場合には、⑭・⑮の欄に直接転記することも可。
※１か月平均所定労働時間＝（365日－年間休日日数）×1日の所定労働時間÷12か月
※同一の事業場内最低賃金で従事する労働者が複数名いる場合には、当該労働者全員について、賃金を５％以上引き上げること。
※事業場内最低賃金を引き上げた結果、賃金額を追い越される者がいる場合には、その者についても引き上げ前の事業場内最低賃金額から５％以上引き上げること。ただし、その者の賃金額が、引き上げ前の事業場内最低賃金額を５％以上上回っている場合には、この限りではない。
※賃金引上げ率の算定については、様式への記入を原則とするが、様式での計算が不可能な場合（算定対象期間の途中で給与単価に変更が生じた場合や同一の事業場内最低賃金で従事する労働者が複数名いる場合など）には、その理由を明記のうえ、別途任意の様式により提出すること。
※専従者については、事業場内最低賃金の算定対象者としない。
※添付する賃金台帳については、引上げ前（引上げの基準となる月）及び引上げに伴う賃金の支払いが発生した最初の月の賃金台帳を提出すること。

